
（6）

は
じ
め
に

日
本
銀
行
が
、「
量
的
質
的
金
融
緩
和
」
を
開
始
し
て
か
ら
一
年
余
り
が
経
過
し
た
。

目
標
達
成
の
た
め
の
期
間
は
「
二
年
程
度
」
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
時
間
は
一
年
ほ
ど
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
目
標
を
達
成
し
た
あ

と
に
必
要
と
な
る
い
わ
ゆ
る
「
出
口
戦
略
」
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
。

黒
田
日
銀
総
裁
は
、（
お
そ
ら
く
は
）
出
口
戦
略
の
提
示
は
ふ
く
ら
み
つ
つ
あ
る
イ
ン
フ
レ
期
待
を
し
ぼ
ま
せ
か
ね
な
い
と
の
懸

念
か
ら
、
出
口
の
説
明
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
他
方
、
市
場
関
係
者
の
多
く
は
、
イ
ン
フ
レ
率
二
％
の
達
成
は
難
し
く
し

た
が
っ
て
出
口
戦
略
の
実
施
は
当
面
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

確
か
に
こ
れ
ま
で
の
イ
ン
フ
レ
率
の
上
昇
は
、
円
安
に
由
来
す
る
食
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
上
昇
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ

た
が
、
直
近
（
四
月
時
点
）
の
コ
ア
Ｃ
Ｐ
Ｉ
（
前
年
同
月
比
）
は
（
消
費
税
増
税
の
影
響
を
差
し
引
い
て
）
一
・
五
％
ま
で
上
昇
し

て
い
る
。
ま
た
、
有
効
求
人
倍
率
も
改
善
著
し
い
。
可
能
性
は
低
い
と
し
て
も
、
出
口
戦
略
の
内
容
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
て

お
く
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
の
論
点
の
一
つ
は
、
引
締
政
策
に
転
換
し
た
際
に
予
想
さ
れ
る
日
銀
の
巨
額
損
失
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
。
損
失
は

中
央
銀
行
と
自
己
資
本

〜
「
出
口
戦
略
」
を
考
え
る
〜

伊
豆
　
　
久



債
務
超
過
に
陥
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
ほ
ど
の
額
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
中
央
銀
行
の
巨
額
損
失
、
債
務
超
過
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。〈
そ
れ
は
中
央
銀
行
ひ
い
て
は
通
貨
の
信
認
を
揺
る
が
す
危
険
な
状
況
〉
と
す
る
見
方
も
あ
れ

ば
、〈
中
央
銀
行
に
債
務
不
履
行
は
あ
り
え
ず
債
務
超
過
に
陥
っ
て
も
何
の
問
題
も
な
い
〉
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
。

日
銀
の
出
口
戦
略
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
中
央
銀
行
の
自
己
資
本

に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

１
　
出
口
戦
略
と
日
銀
の
損
失

日
銀
は
、
予
定
通
り
進
め
ば
今
年
末
の
時
点
で
、
資
産
に
一
九
〇
兆

円
の
長
期
国
債
（
平
均
残
存
期
間
七
年
）、
負
債
と
し
て
当
座
預
金
一
七

五
兆
円
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
（
図
表
１
）。
仮
に
そ
の
時
点
で
金
融
引

締
を
開
始
す
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

（
１
）
長
期
国
債
の
売
却
に
よ
る
超
過
準
備
の
回
収

量
的
緩
和
政
策
は
、
①
金
利
を
ゼ
ロ
に
し
て
、
②
当
座
預
金
残
高
を

引
き
上
げ
る
、
と
い
う
順
で
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に

考
え
れ
ば
、
引
締
め
の
場
合
は
そ
れ
を
逆
に
し
て
、
ま
ず
、
当
座
預
金

残
高
を
所
要
準
備
額
（
約
八
兆
円
）
ま
で
引
き
下
げ
、
そ
れ
か
ら
金
利

を
引
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
超
過
準
備
が
あ
る
状

（7）

図表１　量的質的緩和の目標値
（兆円）

（注）１．括弧内は実績値。
２．銀行券と当座預金の合計とマネタリーベースの差額は、４兆円余り
の貨幣（硬貨）流通残高。

３．ETF、J-REITについては省略した。
（出所）日本銀行資料より作成。

総資産

2012年末

290

短期国債
（24） （40） （45）

（158）
220

（224） （246）

2013年末 2014年４月末 2014年末

銀行券
（87）

88
（90） （87）

90

当座預金
（47）

107
（107） （134）

175

マネタリーベース
（138）

200
（202） （226）

270

長期国債
（89）

140
（142） （159）

190



況
で
市
場
金
利
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
問
題
は
、
一
六
七
兆
円
に
の
ぼ
る
超
過
準
備
を
ど
う
や
っ
て
回
収
す
る
か
で
あ
る
が
、
常
識
的
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
共

通
担
保
貸
付
の
回
収
や
短
期
国
債
の
満
期
償
還
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
短
期
資
産
は
数
十
兆
円
規
模
し
か
な
く
資
金
吸
収
に
は

足
り
な
い
。
長
期
国
債
の
残
高
を
減
ら
す
ほ
か
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
平
均
残
存
期
間
が
七
年
も
あ
る
た
め
、
満
期
償
還
に
よ
る
自

然
減
を
待
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
間
に
イ
ン
フ
レ
率
は
目
標
の
二
％
を
超
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
売
却
す
る
と
な
れ
ば
、
日

銀
に
売
却
損
が
発
生
す
る
（
１
）

だ
け
で
な
く
、
国
債
の
市
場
価
格
を
暴
落
さ
せ
、
長
期
国
債
を
大
量
に
保
有
す
る
地
方
銀
行
等
を
中
心
に

深
刻
な
金
融
危
機
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。
長
期
国
債
の
売
却
は
現
実
的
な
選
択
肢
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
所
要
準
備
の
引
上
げ

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
縮
小
さ
せ
な
く
て
も
、
金
融
を
引
き
締
め
る
方
法
は
あ
る
。
金
融
市
場
の
緩
和
・
引
締
の
元
に
あ
る
の
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
金
融
機
関
の
日
銀
準
備
預
金
の
積
み
の
進
捗
、
そ
の
「
容
易
さ
」
で
あ
る
。
超
過
準
備
が
存
在
す
る
状
況
で
は
金

融
を
引
き
締
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
を
回
収
す
る
必
要
が
あ
る
が
、〈
超
過
準
備
＝
当
座
預
金
残
高

所
要
準
備
〉
で
あ
る
か
ら
、

当
座
預
金
残
高
を
引
き
下
げ
る
代
わ
り
に
、
所
要
準
備
を
一
七
五
兆
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
で
も
超
過
準
備
は
ゼ
ロ
に
で
き
る
。

し
か
し
そ
れ
も
容
易
で
は
な
い
。
所
要
準
備
の
引
上
げ
は
、
準
備
預
金
対
象
金
融
機
関
が
イ
ン
フ
レ
率
二
％
の
状
況
下
で
一
七
五

兆
円
を
無
利
息
で
日
銀
に
預
け
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
機
会
コ
ス
ト
は
膨
大
な
も
の
と
な
る
。
現
在
、
金
融
機
関
が
巨
額
の
超
過

準
備
を
安
定
的
に
保
持
し
て
い
る
の
は
、
超
過
準
備
に
〇
・
一
％
の
金
利
が
付
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ゼ
ロ
に
な
る

こ
と
は
容
認
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
一
九
八
〇
年
代
の
時
点
で
、
高
率
の
預
金
準
備
率
は
、
預
金
金
融
機
関
に
対
す
る
非
合
理
的
・
不
平
等
な
コ
ス
ト
負

（8）



担
と
し
て
否
定
さ
れ
、
先
進
国
で
は
い
ず
れ
も
、
準
備
率

操
作
は
金
融
政
策
と
し
て
の
役
割
を
終
え
て
い
る
。
そ
れ

以
降
は
、
決
済
に
必
要
な
中
央
銀
行
預
金
残
高
を
わ
ず
か

に
上
回
る
最
低
限
度
に
設
定
さ
れ
、
準
備
預
金
の
積
み
の

進
捗
率
を
調
整
す
る
こ
と
で
金
融
調
節
を
行
う
、
そ
の
制

度
的
土
台
と
し
て
の
み
機
能
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
現
在
、
超
過
準
備
に
金
利
が
付
さ
れ
る
金
融
機

関
に
は
、
証
券
会
社
な
ど
準
備
預
金
制
度
対
象
外
の
金
融

機
関
が
含
ま
れ
、
実
際
に
、
証
券
会
社
等
は
一
一
兆
円
余

り
の
日
銀
当
座
預
金
を
保
有
し
て
い
る
（
図
表
２
、
３
）。

し
か
し
、
証
券
会
社
等
は
準
備
預
金
制
度
の
対
象
外
で
あ

り
、
そ
れ
を
対
象
に
含
め
る
に
は
「
準
備
預
金
制
度
に
関

す
る
法
律
」
の
改
正
が
必
要
と
な
る
。

（
３
）
超
過
準
備
金
利
の
引
上
げ

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
維
持
し
た
ま
ま
金
融
を
引
き
締
め

る
方
法
が
も
う
一
つ
あ
る
。
超
過
準
備
の
金
利
を
引
き
上

げ
る
こ
と
で
あ
る
（
２
）。

超
過
準
備
へ
の
付
利
は
、
リ
ー
マ
ン

（9）

（「準備預り金」先） 準備預金制度対象先 信用金庫１（72）
証券会社（31）
外国証券会社（４）
証券金融会社（２）
短資会社（３）

日銀当座預金４取引先（539）

超過準備付利対象先 協同組織金融機関の中央機関（３）
銀行協会（33）
清算機関等２（４）
その他３（６）

外国銀行（２） 銀行（126）
信託銀行（15）
外国銀行（53）
信用金庫１（186）
農林中央金庫

図表２　日銀当座預金・超過準備付利・準備預金の対象先

（注）１．「信用金庫」（2014年２月24日で267金庫）のうち、日銀当座預金取引先は258金庫（14年４
月）。さらにそのうち準備預金制度対象先（前期末預金残高1,600億円以上）は186金庫と推
定。

２．「清算機関等」は、全国銀行資金決済ネットワーク、東京金融取引所、日本証券クリアリ
ング機構、ほふりクリアリング。

３．「その他」は、CLS Bank、日本政策投資銀行、国際協力銀行、商工組合中央金庫、日本政
策金融公庫、預金保険機構。

４．日銀の貸借対照表上、「政府預金」、「外国中央銀行等からの預金」は、「当座預金」に含ま
ない。

（出所）金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」、日本銀行「当座預金取引の相手方一
覧（2014年４月末）」、「日本銀行当座預金、準備預り金取引先コード一覧（2014年４月２日）」、
「補完当座預金制度の概要」（2008年10月31日）、信金中金地域中小企業研究所「全国信用金
庫概況2012年度」より作成。



シ
ョ
ッ
ク
後
の
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
一
日
に
「
補
完
当
座
預
金
制
度
」
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
そ
の

目
的
は
、
一
定
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
金
利
）
を
付
け
る
こ
と
で
金
融
機
関
に
十
分
な
当
座
預
金
を
保

有
さ
せ
、
も
っ
て
金
融
機
関
の
流
動
性
不
足
（
懸
念
）
を
払
拭
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

付
利
の
対
象
は
、
準
備
預
金
制
度
の
本
来
の
対
象
で
あ
る
預
金
金
融
機
関
の
範
囲
を
超
え
て
、
証
券
会

社
等
を
含
む
大
手
金
融
仲
介
機
関
に
広
く
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
、
市
場
金
利

に
下
限
を
設
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
（
信
用
リ
ス
ク
ゼ
ロ
の
日
銀
が
そ
の
金
利
で
無
制
限
か
つ
要
求
払

い
で
預
か
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
）、
上
限
を
画
す
る
補
完
貸
付
制
度
と
あ
い
ま
っ
て
、
金

利
を
一
定
の
幅
に
収
め
る
役
割
を
担
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
短
期
金
融
市
場
で
一
定
の
取
引
が
発
生
し
、

そ
の
機
能
を
維
持
す
る
役
割
も
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
流
動
性
危
機
の
心
配
が
な
く
な
れ
ば
、
本
来
的
な
目
的
は
終
え
た
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
金
利
を
引
き
上
げ
て
い
け
ば
超
過
準
備
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
市
場
金
利
を
高
く
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
方
法
の
問
題
は
、
日
銀
に
巨
額
の
利
払
い
が
発
生
す
る
点
で
あ
る
。
昨
年
度
（
二
〇
一

三
年
度
）
は
、
金
利
は
〇
・
一
％
で
あ
り
、
超
過
準
備
も
期
末
で
一
一
〇
兆
円
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
利

払
い
は
八
三
七
億
円
に
と
ど
ま
っ
た
。
金
利
を
一
％
に
引
き
上
げ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
超
過
準
備
は
一

六
七
兆
円
で
あ
る
か
ら
、
利
払
い
は
一
兆
六
七
〇
〇
億
円
に
跳
ね
上
が
る
。
二
％
に
な
れ
ば
当
然
そ
の

倍
で
あ
る
。
日
銀
の
利
益
（
税
引
前
剰
余
金
）
は
昨
年
度
で
九
八
一
六
億
円
、
今
年
度
は
さ
ら
に
長
期

国
債
保
有
高
が
増
加
し
利
息
収
入
が
増
え
る
が
そ
れ
で
も
一
兆
円
余
り
で
あ
る
か
ら
、
日
銀
は
た
だ
ち

に
赤
字
に
転
落
す
る
こ
と
に
な
る
。
昨
年
度
五
七
九
四
億
円
あ
っ
た
国
庫
納
付
金
は
ゼ
ロ
と
な
り
、
そ

（10）

（注）2014年３月16日～４月15日期間の平均残高。
（出所）日本銀行「業態別の日銀当座預金残高（2014年３月）」より作成。

超過率（Ｂ/Ａ）
282,450 
92.0％

112,600 
100.00％

都銀

超過準備（Ｂ） 464,890 
92.9％

その他の付
利対象先

307,020 

地銀 第二地銀

30,840 87,650 
87,050 28,850 83,240 
84.8％ 93.5％ 95.0％

図表３　準備預金の業態別超過率
（億円）

外銀 信託
その他の準備預
金制度対象先

当座預金（Ａ） 500,350 102,630 120,280 112,600 
119,930 
99.7％



の
分
は
結
局
、
納
税
者
の
負
担
が
増
え
る

こ
と
に
な
る
（
図
表
４
）。
金
融
機
関
へ

の
補
助
金
と
の
批
判
も
起
こ
る
で
あ
ろ

う
。し

か
も
こ
の
利
払
い
は
単
年
度
で
終
わ

ら
な
い
。
長
期
国
債
保
有
高
が
大
幅
に
減

ら
な
け
れ
ば
超
過
準
備
は
な
く
な
ら
ず
、

平
均
残
存
期
間
が
七
年
で
あ
る
た
め
満
期

到
来
に
よ
る
自
然
減
を
待
つ
な
ら
数
年
に

渡
っ
て
兆
円
単
位
の
利
払
い
が
必
要
と
な

る
。
他
方
、
日
銀
の
自
己
資
本
は
一
三
年

度
末
で
二
兆
八
八
六
三
億
円
し
か
な
い
（
３
）。

他
に
引
当
金
が
三
兆
六
四
九
三
億
円
あ
る

が
（
４
）、

そ
れ
ら
す
べ
て
を
取
り
崩
し
て
も
足

り
ず
、
債
務
超
過
に
陥
る
と
い
っ
た
事
態

も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
後
掲
注

３
の
図
表
７
に
示
す
よ
う
に
、
今
年
度
は

法
定
準
備
金
を
過
去
に
例
の
な
い
当
期
剰

（11）

（注）１．「債券取引損失引当金」、「外国為替等取引損失引当金」は、原則として、関連利益（損失）
の50％を積み立てる（取り崩す）こととなっている（日本銀行会計規程第18条）。引当金
には、他に、「退職給付引当金」がある。

２．各年度の「法定準備金」は当該年度の剰余金の処分を反映させている。
（出所）日本銀行「財務諸表等」各年度版より作成。
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図表４　日本銀行の損益・引当金・自己資本
（年度、億円）

2011 2012
経常収益（外為収益を除く）（Ａ） 8,977 7,091 7,023 9,510 

27,126 
1

貸出金利息 1,341 398 383 438 332 256 
国債利息 6,484 5,995 6,225 6,199 6,225 8,057 

経常費用（外為費用を除く）（Ｂ） 4,178 2,473 2,384 2,762 2,666 2,988 
経費 2,274 1,922 1,947 1,916 1,899 1,908 
売現先利息 573 203 193 170 199 146 
超過準備への支払利息 na na na na na 837 

外国為替損益（Ｃ） －409 －953 －4,087 1,099 6,809 6,283 
経常利益（Ｄ＝Ａ－Ｂ＋Ｃ） 4,390 3,665 542 5,361 11,317 11,317 
特別利益 3 11 45 95 70 111 
特別損失 4 5 29 2 3,020 3,100 
外国為替等損失引当金繰入 ─ ─ ─ ─ 3,018 3,097 

税引前剰余金 4,389 3,671 558 5,453 8,367 9,816 
税 1,386 0 37 162 2,606 2,574 
当期剰余金（Ｅ） 3,003 3,671 521 5,291 5,760 7,242 
法定準備金（Ｆ） 450 184 78 264 288 1,448 
Ｆ/Ｅ 15.0％ 5.0％ 15.0％ 5.0％ 5.0％ 20.0％
国庫納付金 2,552 3,488 443 5,026 5,472 5,794 

債券取引損失引当金 22,433 22,433 22,433 22,433 22,433 22,433 
外国為替等取引損失引当金 7,945 7,945 7,945 7,945 10,963 14,060 



余
金
（
利
益
）
の
二
〇
％
と
い
う
高
率
で
積
み
立
て
て
い
る
が
、
出
口

戦
略
が
始
ま
れ
ば
焼
け
石
に
水
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
超
過
準
備
金
利
の
引
上
げ
だ
け
で
な
く
、
売
出
手
形
、

売
現
先
に
よ
る
資
金
吸
収
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
日
銀
の
利
払

い
負
担
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
日
銀
の
損
益
に
与
え

る
影
響
は
超
過
準
備
へ
の
付
利
と
同
じ
で
あ
る
。

２
　
量
的
緩
和
（
二
〇
〇
一
年
〜
二
〇
〇
六
年
）
か
ら
の
出
口

の
場
合

以
上
の
よ
う
に
、
量
的
質
的
緩
和
策
か
ら
の
脱
出
は
、
い
ず
れ
の
方

法
を
と
っ
た
と
し
て
も
極
め
て
困
難
な
も
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
で

は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
〇
六
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
前
回
の
「
量
的

緩
和
政
策
」
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
の
脱
出

は
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
の
か
確
認
し
て
お
こ
う
（
５
）。

図
表
５
は
、
日
本
銀
行
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
上
の
主
な
資
産
と
当
座

預
金
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
足
元
で
長
期
国
債
と
当
座
預
金

が
急
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
の
二
〇
〇
六
年
前
後
（
○

印
部
分
）
を
抜
き
出
し
た
も
の
が
図
表
６
で
あ
る
。

（12）

図表５　当座預金と主な資産の推移（兆円）
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（注）「貸出等」＝「貸出」＋「買現先勘定」＋「買入手形」
（出所）日本銀行時系列データより作成。



こ
れ
を
見
る
と
、
当
座
預
金
が
貸
出
等
の
資
金
供
給
オ
ペ
残
高
の
減

少
に
合
わ
せ
て
短
期
間
で
縮
小
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

当
時
も
当
座
預
金
残
高
の
引
上
げ
は
長
期
国
債
の
買
切
り
額
の
引
上
げ

と
あ
わ
せ
て
実
施
さ
れ
た
が
、
長
期
国
債
残
高
は
銀
行
券
残
高
の
範
囲

内
に
収
ま
っ
て
お
り
（
い
わ
ゆ
る
銀
行
券
ル
ー
ル
）、
当
座
預
金
は
、

共
通
担
保
貸
付
や
短
期
国
債
の
売
買
な
ど
の
オ
ペ
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
可
能
な
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
長
期
国
債
に
つ

い
て
は
満
期
償
還
に
よ
る
自
然
減
に
と
ど
ま
っ
て
も
、
オ
ペ
残
高
の
引

下
げ
の
み
に
よ
っ
て
量
的
緩
和
か
ら
の
短
期
間
で
の
脱
出
が
可
能
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
今
回
は
、
当
座
預
金
は
、
日
銀
の
保
有
す
る
短
期
資
産
の

額
を
は
る
か
に
超
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
出
口
」
に
お
い
て
は
、

長
期
国
債
を
中
途
売
却
す
る
か
、
超
過
準
備
へ
の
利
払
い
や
資
金
回
収

オ
ペ
な
ど
の
巨
額
の
金
利
費
用
を
発
生
さ
せ
る
方
法
を
と
る
か
し
か
な

く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

銀
行
券
ル
ー
ル
の
停
止
や
保
有
残
存
期
間
の
長
期
化
は
、
長
期
金
利

を
押
し
下
げ
る
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
、
通

常
の
金
融
政
策
へ
の
復
帰
を
極
め
て
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ

（13）

図表６　量的緩和（2001年３月～2006年３月）解消期の当座預金と主な資産
（兆円）
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（出所）日本銀行時系列データより作成。



る
。３

　
中
央
銀
行
の
債
務
超
過

で
は
、
そ
う
し
た
利
払
い
に
よ
っ
て
、
仮
に
日
本
銀
行
が
債
務
超
過
に
陥
っ
た
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
中
央
銀
行
の
債
務
超
過
転
落
と
い
う
事
態
を
市
場
は
ど
う
受
け
止
め
る
だ
ろ
う
か
（
６
）。

〈
日
銀
の
債
務
で
あ
る
日
本
銀
行
券
、
す
な
わ
ち
円
の
信
用
に
か
か
わ
る
事
態
〉
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
銀

の
債
務
は
、
資
産
と
見
合
い
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
健
全
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
担
保
や
オ
ペ
対
象
は
適
格
な
も
の
に
厳
し

く
限
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
は
金
本
位
制
で
は
な
く
、
日
銀
券
の
価
値
や
信
用
を
決
定
す
る
の
は
、
直

接
的
に
は
日
銀
の
資
産
の
額
や
健
全
性
で
は
な
く
、
日
本
の
物
価
水
準
や
決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
で
あ
る
。
日
銀
の
純
資
産
が
マ

イ
ナ
ス
に
な
っ
た
か
ら
、
そ
の
債
務
が
価
値
を
失
う
と
は
言
え
な
い
。

あ
る
い
は
、〈
日
銀
が
債
務
超
過
と
な
っ
て
も
、
政
府
が
補
填
す
れ
ば
よ
い
だ
け
だ
〉
と
の
見
方
も
あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
、
日
銀

法
等
に
お
い
て
、
政
府
が
日
銀
の
損
失
を
補
填
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
（
７
）、

現
在
の
日
銀
法
に
は
そ
う
し
た
規
定
は
な
い
た

め
、
そ
の
場
合
に
は
、
法
律
の
改
正
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
財
政
資
金
か
ら
の
補
填
に
は
国
会
の
議
決
が
必
要
と
な
る
。
政
府
が

補
填
の
た
め
の
資
金
を
国
債
の
発
行
で
調
達
し
、
日
銀
が
（
市
中
銀
行
経
由
で
）
そ
れ
を
買
い
入
れ
れ
ば
、
実
質
的
に
は
新
た
な
財

政
資
金
は
不
要
と
な
る
が
、
そ
れ
で
は
日
銀
財
務
を
健
全
化
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
一
般
論
と
し
て
、
財
政
か
ら
の
補

填
の
過
程
で
、
政
府
か
ら
中
央
銀
行
へ
の
圧
力
が
高
ま
る
と
の
議
論
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
先
の
考
え
方
と
同
様
、
債
務
超
過
は

日
銀
券
の
信
用
に
関
わ
る
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
問
題
で
あ
る
。
債
務
超
過
に
問
題
は
な
く
補
填
は
必
要
な
い
、
と
の
主
張

も
あ
り
え
る
は
ず
で
あ
る
。

（14）



す
な
わ
ち
、〈
日
銀
の
債
務
で
あ
る
日
銀
券
は
最
終
決
済
手
段
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
発
行
す
れ
ば
債
務
不
履
行
と
は
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
債
務
超
過
と
な
っ
て
も
何
の
問
題
も
な
い
〉
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
政
府
に
よ
る
補
填
ど
こ
ろ
か
、

日
銀
の
赤
字
を
心
配
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
、
中
央
銀
行
が
債
務
超
過
に
陥
っ
た
例
を
見
て
み
よ
う
。

（
１
）
一
九
七
〇
年
代
の
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
（
ド
イ
ツ
連
邦
準
備
銀
行
）

西
ド
イ
ツ
の
中
央
銀
行
で
あ
る
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
は
、
一
九
七
〇
年
代
、
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
前
後
か
ら
の
ド
ル
安
マ
ル
ク
高
の

進
行
に
と
も
な
い
巨
額
の
外
貨
準
備
評
価
損
を
計
上
、
数
年
に
わ
た
り
債
務
超
過
に
陥
っ
た
。

日
本
の
場
合
、
外
貨
準
備
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
大
蔵
省
（
財
務
省
）
の
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
で
管
理
・
運
用
さ
れ
て
お
り
、

日
銀
が
保
有
す
る
の
は
そ
の
数
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
銀
の
場
合
に
は
、
外
貨
安
円
高
に
よ
る
評
価
損
が
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
な
る
こ
と
は
な
い
（
８
）。

と
こ
ろ
が
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
は
、
制
度
的
に
西
ド
イ
ツ
の
外
貨
準
備
の
全
額
を
保
有
し
て
い
る
上
、
輸
出
主
導
型
の
経
済
で
あ
る

こ
と
や
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
へ
の
警
戒
が
強
い
こ
と
か
ら
、
通
貨
の
供
給
方
法
と
し
て
も
外
貨
買
入
れ
（
ド
ル
買
い
マ
ル
ク
売
り
の

市
場
介
入
）
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
く
、
結
果
的
に
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
（
資
産
）
に
占
め
る
外
貨
の
比
率
が
非
常
に
高
い
（
こ
れ
は
現
在

の
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
に
も
残
る
特
徴
で
あ
る
）。
そ
こ
に
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
の
ド
ル
危
機
が
襲
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
一
九
六
九
年
、
マ
ル
ク
は
五
％
の
切
上
げ
に
追
い
込
ま
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
は
、
四
一
億
マ
ル
ク
の

金
・
外
貨
評
価
損
を
計
上
す
る
こ
と
に
な
る
（
９
）。

経
常
利
益
は
一
四
億
マ
ル
ク
し
か
な
い
た
め
、
引
当
金
や
準
備
金
を
取
り
崩
し
、
な

ん
と
か
最
終
損
益
を
ゼ
ロ
と
し
て
い
る
。
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翌
七
〇
年
に
は
な
ん
と
か
黒
字
を
維
持
で
き
た
も
の
の
、
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
起
こ
っ
た
七
一
年
に
は
外
貨
評
価
損
が
六
〇
億

マ
ル
ク
に
達
し
、
最
終
損
益
は
三
一
億
マ
ル
ク
の
赤
字
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
自
己
資
本
（
10
）

は
二
五
億
マ
ル
ク
し
か
な
い
た
め
、
ブ
ン

デ
ス
バ
ン
ク
は
こ
こ
で
債
務
超
過
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
上
は
、
純
損
失
三
一
億
マ
ル
ク
を
「
外
貨
資

産
評
価
調
整
勘
定
（
11
）」

と
の
科
目
で
資
産
の
部
に
計
上
し
、
引
当
金
・
準
備
金
・
資
本
金
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。
資
本
金
等

が
プ
ラ
ス
で
あ
る
か
ら
そ
こ
だ
け
を
と
れ
ば
資
産
超
過
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
以
降
も
、
七
三
年
か
ら
七
九
年
ま
で
（
七
五
年
を
除
く
）
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
は
債
務
超
過
と
な
る
が
、
い
ず
れ
も
、
損
失
額

を
調
整
勘
定
等
の
名
目
で
資
産
計
上
す
る
こ
と
で
名
目
上
の
自
己
資
本
を
維
持
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
う
や
く
一
九
八
〇

年
に
な
っ
て
、
ボ
ル
カ
ー
議
長
の
も
と
で
の
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
高
金
利
政
策
に
よ
る
ド
ル
高
で
累
積
損
失
を
一
掃
、
資
産
超
過
を
回
復
し
て

い
る
（
12
）。

（
２
）
債
務
超
過
と
通
貨
の
信
認

ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
が
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
た
一
九
七
〇
年
代
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
信
認
が
低
下
し
た
り
、

イ
ン
フ
レ
率
が
上
昇
し
た
り
と
い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
マ
ル
ク
は
、
ド
ル
に
代
わ
る
国
際
通
貨
と
し
て
注
目
さ
れ
対
外

価
値
が
上
昇
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
の
債
務
超
過
転
落
で
も
あ
っ
た
）。
し
か
し
、
と
い
っ
て
、〈
こ
れ
は
保
有
外
貨
の
評

価
損
で
あ
る
か
ら
実
質
的
な
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
の
資
産
の
劣
化
と
は
言
え
な
い
〉
と
考
え
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
中
央
銀
行
の
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
債
務
で
あ
る
マ
ル
ク
の
価
値
を
保
証
す
べ
き
資
産
の
価
値
が
低
下
し
た
こ
と
に
か

わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
事
例
が
意
味
す
る
の
は
、
中
央
銀
行
の
自
己
資
本
の
状
況
と
通
貨
の
価
値
や
信
認
の
間
に
は
必
ず
し
も
直
接
的
な
関

（16）



係
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ブ
ン
デ
ス
バ
ン
ク
が
貿
易
黒
字
を
維
持
す
る
経
済
大
国
ド
イ
ツ
の
中
央
銀
行
で

あ
る
と
い
う
〈
特
殊
な
事
情
〉
に
よ
る
わ
け
で
も
な
い
。
途
上
国
に
お
い
て
も
、
一
九
九
〇
年
代
末
の
チ
リ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、

中
央
銀
行
が
（
自
国
通
貨
高
以
外
の
理
由
に
よ
っ
て
）
債
務
超
過
に
陥
り
な
が
ら
も
、
イ
ン
フ
レ
率
の
上
昇
は
抑
え
ら
れ
て
い
た
（
13
）。

で
は
、
債
務
超
過
で
な
い
と
す
れ
ば
、
通
貨
の
信
認
を
損
な
う
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
原
則
に
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、
通
貨
発
行
に
歯
止
め
が
失
わ
れ
た
時
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
超
過
で
あ
っ
て
も
、
通

貨
の
増
発
を
伴
わ
な
け
れ
ば
物
価
の
高
騰
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
過
度
の
通
貨
発
行
が
な
さ
れ
れ
ば
た
と
え
債
務

超
過
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
強
度
の
イ
ン
フ
レ
が
発
生
し
、
通
貨
の
信
認
自
体
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
限
度
の
な
い
国
債
の

中
央
銀
行
引
受
け
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
あ
る
い
は
非
現
実
的
で
は
あ
る
が
単
純
な
例
と
し
て
、
中
央
銀
行
の
経
常
経
費
が
常
に
収

入
を
上
回
る
状
態
―
―
そ
の
時
に
は
中
央
銀
行
が
自
ら
の
支
払
い
（
＝
通
貨
供
給
）
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
―
―
を
あ
げ
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

〈
中
央
銀
行
に
債
務
不
履
行
は
な
い
か
ら
い
く
ら
赤
字
に
な
っ
て
も
問
題
な
い
〉
と
い
う
考
え
方
は
、
管
理
通
貨
制
度
下
の
中
央

銀
行
は
兌
換
義
務
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
中
央
銀
行
が
通
貨
価
値
を
維
持
す
る
義
務
を
負
っ
て

い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
義
務
は
、
中
央
銀
行
の
目
的
と
し
て
法
律
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
発
生
し
て
い
る
義
務

で
は
な
く
、「
不
換
銀
行
券
と
い
う
債
務
を
発
行
す
る
も
の
が
、
銀
行
券
保
持
者
の
信
用
を
維
持
す
る
た
め
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い

私
法
的
な
意
味
で
の
義
務
（
14
）」

な
の
で
あ
る
。

〈
債
務
不
履
行
が
起
こ
り
得
な
い
〉
中
央
銀
行
が
自
己
資
本
（
準
備
金
）
を
積
み
立
て
る
の
も
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
政
府
か
ら

の
独
立
性
が
必
要
と
さ
れ
る
の
も
、
究
極
的
に
は
そ
こ
―
―
通
貨
発
行
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
通
貨
価
値
を
維
持
す
る
義
務

―
―
に
由
来
す
る
。

（17）



（
３
）
中
央
銀
行
の
損
失

で
は
、
通
貨
供
給
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
え
で
き
て
い
れ
ば
、
多
少
の
損
失
は
問
題
な
い
の
か
。
損
失
が
国
庫
納
付
金
を
減
少
さ

せ
そ
の
こ
と
が
政
府
か
ら
の
介
入
を
招
き
や
す
い
と
い
っ
た
問
題
を
除
け
ば
、
損
失
自
体
が
中
央
銀
行
や
通
貨
の
信
認
に
影
響
す
る

こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
損
失
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
央
銀
行
が
、
流
動
性
リ
ス
ク
以
外
に
価
格
リ
ス
ク
や
信

用
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
価
格
リ
ス
ク
等
を
負
わ
ず
に
純
粋
に
流
動
性
転
換
機
能
だ
け
を
果
た
す
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
て
も
、
独
占
的
な
通
貨
発
行
権
を
有
す
る
中
央
銀
行
が
、
市
場
が
と
る
べ
き
リ
ス
ク
を
肩
代
わ
り
し
て
い
た
こ
と
こ
そ
が

問
わ
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
。
中
央
銀
行
の
安
易
な
リ
ス
ク
負
担
は
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
通
じ
て
市
場
の
資
源
配
分
を
歪
め
る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
リ
ス
ク
負
担
の
是
非
は
、
最
終
的
に
利
益
が
出
た
か
否
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

現
状
で
は
可
能
性
は
低
い
と
し
て
も
、
日
銀
が
出
口
戦
略
に
乗
り
出
し
、
仮
に
債
務
超
過
に
陥
っ
た
と
す
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
自
体
が
円
の
信
認
問
題
に
な
る
と
は
、
合
理
的
に
は
考
え
に
く
い
。
損
失
は
数
年
に
及
ぶ
と
は
い

え
一
時
的
で
あ
り
、
通
常
の
状
態
に
戻
れ
ば
日
銀
は
年
間
数
千
億
円
程
度
の
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
短
期
間
で
資
産
超
過

に
復
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
問
題
は
、
出
口
に
向
か
え
ず
、
追
加
緩
和
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
①
二
％
の
目
標
を
達
成
で

き
な
い
、
あ
る
い
は
、
②
イ
ン
フ
レ
率
の
目
標
は
達
成
し
て
も
長
期
金
利
、
雇
用
、
経
済
成
長
率
な
ど
新
た
な
目
標
が
設
定
さ
れ
る

ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
、
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
本
格
化
し
、
円
の
信
認
は
日
本
国
債
の
そ
れ
と
と
も
に
大
幅
に
低
下
す
る

（18）



の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）

日
銀
は
、
こ
れ
ま
で
長
期
国
債
を
満
期
前
に
市
場
で
売
却
し
た
こ
と
が
な
く
、
会
計
処
理
上
も
、
満
期
保
有
目
的
と
し
て
償
却
原
価
法
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
評
価
損
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
、
長
期
国
債
へ
の
償
却
原
価
法
の
採
用
は
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
で

あ
り
（
日
本
銀
行
『
平
成
一
六
年
度
業
務
概
況
書
』
二
六
四
頁
）、
そ
れ
ま
で
は
低
下
法
に
も
と
づ
き
評
価
損
が
計
上
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

日
銀
の
損
益
計
算
書
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
ま
で
は
長
期
国
債
を
含
む
国
債
の
「
売
却
損
益
」
が
計
上
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
現
先
オ

ペ
が
「
売
買
」
と
し
て
経
理
処
理
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
〇
一
年
度
以
降
、
同
オ
ペ
は
「
金
融
取
引
」
と
さ
れ
、「
売
却
損
益
」
に
か

わ
っ
て
「
買
（
売
）
現
先
利
息
」
が
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
日
本
銀
行
『
平
成
一
三
年
度
業
務
概
況
書
』
二
七
二
頁
）。
二
〇
〇
四

年
度
以
降
、
長
期
国
債
の
売
却
損
益
が
再
び
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国
債
整
理
基
金
の
買
入
消
却
に
応
じ
た
際
の
も
の
と
思
わ
れ

る
。

（
２
）

超
過
準
備
金
利
の
引
上
げ
に
伴
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
翁
﹇
二
〇
一
三
﹈
参
照
。

（
３
）

日
銀
の
自
己
資
本
は
法
定
準
備
金
と
資
本
金
か
ら
成
る
が
、
資
本
金
は
一
億
円
。
法
定
準
備
金
は
、
税
引
後
利
益
（
当
期
剰
余
金
）
の
原

則
五
％
を
毎
年
積
み
立
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
れ
ば
そ
れ
以
上
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
日
本

銀
行
法
第
五
三
条
）。
こ
れ
ま
で
（
現
行
日
銀
法
下
、
一
九
九
八
年
度
以
降
）、
五
％
を
超
え
る
積
立
て
が
な
さ
れ
た
年
度
、
そ
の
剰
余
金

に
対
す
る
比
率
、
そ
の
主
な
理
由
に
つ
い
て
は
図
表
７
参
照
。

（
４
）

「
債
券
取
引
損
失
引
当
金
」
と
「
外
国
為
替
等
取
引
損
失
引
当
金
」
の
合
計
。
こ
れ
ら
は
原
則
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
債
券
、
外
為
に
関
す

る
損
失
を
補
填
す
る
場
合
に
し
か
取
り
崩
せ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、「
財
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」

（19）



と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
日
本
銀
行
法
施
行
令
第
一
五
条
第
二
項
）。

（
５
）

現
在
の
状
況
と
比
較
し
た
二
〇
〇
六
年
の
出
口
戦
略
に
つ
い
て
は
、
久
後
﹇
二
〇
一
三
﹈
参
照
。

（
６
）

中
央
銀
行
が
債
務
超
過
と
な
っ
た
場
合
の
問
題
、
関
連
す
る
議
論
の
整
理
・
サ
ー
ベ
イ
に
つ
い
て
は

植
田
﹇
二
〇
〇
三
﹈
の
他A

dler[2012],B
indseil[2004]

参
照
。

（
７
）

日
本
銀
行
特
別
融
通
及
損
失
補
償
法
（
一
九
二
七
年
）
第
四
条
、
旧
日
本
銀
行
法
（
一
九
四
二
年
制

定
時
）
第
四
〇
条
、
旧
日
本
銀
行
法
附
則
（
一
九
四
七
年
改
正
）
第
九
号
。

（
８
）

と
は
い
え
、
日
銀
も
一
九
七
一
年
度
に
は
赤
字
に
陥
っ
て
い
る
（
剰
余
金
は
△
五
四
六
億
円
）。
ニ
ク

ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
円
切
上
げ
（
ド
ル
切
下
げ
）
に
よ
る
日
銀
保
有
外
貨
の
評
価
損
の
拡
大
が
主
な

原
因
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
は
、
積
立
金
（
現
在
の
法
定
準
備
金
）
を
一
二
六
〇
億
円
取
り
崩
し
て
、

七
一
三
億
円
を
国
庫
に
納
付
し
て
い
る
（『
日
本
銀
行
百
年
史
（
資
料
編
）』）。

（
９
）

以
下
の
数
値
は
、B

undesbank,A
nnualR

eport

各
号
掲
載
の
財
務
諸
表
に
よ
る
。

（
10
）

自
己
資
本
は
、
資
本
金
＋
準
備
金（
法
定
準
備
金
＋
そ
の
他
準
備
金
）＋
引
当
金（
年
金
債
務
引
当
金
を

除
く
）
と
し
て
計
算
し
た
。

（
11
）

正
確
に
は"C

om
pensatory

am
ount

required
for

new
valuation

of
foreign

currency
assets

and
liabilities

-balance
sheetloss

-"

（
12
）

同
様
に
、
ス
イ
ス
の
中
央
銀
行
も
一
九
七
一
年
と
七
八
年
に
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
た
が
、
当
時
、

そ
れ
は
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
高
で
、
二
〇
一
〇
年
に
は
債
務
超
過
と
は
な
ら
な
か
っ

た
も
の
の
巨
額
の
損
失
を
こ
う
む
っ
た
こ
と
を
、
ヨ
ル
ダ
ン
副
総
裁
（
現
総
裁
）
が
認
め
て
い
る
（Jordan[2011]

）。

（20）

図表７　日銀の法定準備金積立（５％を超えたケース）

2013

年度

15％
20％ 量的質的金融緩和

2010

背景

2002 15％
金融機関からの株式買入れ（2002年11月～04年９月）

2003 15％
2004 12.9％ 10％＋山一証券向け貸倒れ1,111億円×５％
2008 15％

金融機関からの株式買入れ（2009年２月～10年４月）

積立額
当期剰余金



（
13
）

植
田
﹇
二
〇
〇
三
﹈
参
照
。

（
14
）

吉
田
﹇
二
〇
〇
二
﹈
参
照
。
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Ｒ
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史
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七
月
一
三
日
）」『
日
本
金
融
史
資
料
昭
和
続
編
第
一
〇

巻
』
所
収
。

・
吉
田
暁
『
決
済
シ
ス
テ
ム
と
銀
行
・
中
央
銀
行
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
二
年
。
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・Jordan,T
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Sw

iss
N
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28,2011.
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